
☆☆生年月日による 及び ☆☆最初の修了確認期限 免許状更新講習受講期間

平成２１年３月３１日までに授与された教諭免許状又は養護教諭免許
状を持つ方（栄養教諭免許状を持つ方を除く）の最初の修了確認期限

※昭和３０年４月１日以前生まれの方は、受講対象者ではありません。
（表１）

免許状更新講習の受講期間生年月日 最初の修了確認期限

平成２１年４月１日①S30.4.2～S31.4.1
～S40.4.2～S41.4.1 平成２３年３月３１日

平成２３年１月３１日S50.4.2～S51.4.1

平成２２年２月１日②S31.4.2～S32.4.1
～S41.4.2～S42.4.1 平成２４年３月３１日

平成２４年１月３１日S51.4.2～S52.4.1

平成２３年２月１日③S32.4.2～S33.4.1
～S42.4.2～S43.4.1 平成２５年３月３１日

平成２５年１月３１日S52.4.2～S53.4.1

平成２４年２月１日④S33.4.2～S34.4.1
～S43.4.2～S44.4.1 平成２６年３月３１日

平成２６年１月３１日S53.4.2～S54.4.1

平成２５年２月１日⑤S34.4.2～S35.4.1
～S44.4.2～S45.4.1 平成２７年３月３１日

平成２７年１月３１日S54.4.2～S55.4.1

平成２６年２月１日⑥S35.4.2～S36.4.1
～S45.4.2～S46.4.1 平成２８年３月３１日

平成２８年１月３１日S55.4.2～S56.4.1

平成２７年２月１日⑦S36.4.2～S37.4.1
～S46.4.2～S47.4.1 平成２９年３月３１日

平成２９年１月３１日S56.4.2～S57.4.1

平成２８年２月１日⑧S37.4.2～S38.4.1
～S47.4.2～S48.4.1 平成３０年３月３１日

平成３０年１月３１日S57.4.2～S58.4.1

平成２９年２月１日⑨S38.4.2～S39.4.1
～S48.4.2～S49.4.1 平成３１年３月３１日

平成３１年１月３１日S58.4.2～S59.4.1

平成３０年２月１日⑩S39.4.2～S40.4.1
～S49.4.2～S50.4.1 平成３２年３月３１日

平成３２年１月３１日S59.4.2～

※一定の要件に該当する者は、更新講習が免除されますが、免除対象者にあた
る場合でも、最初の修了確認期限までに、免許管理者に免許状の更新手続き

免除申請を行わなければ、免許状は失効します。に関する



平成２１年３月３１日までに授与された栄養教諭免許状を持つ方
（栄養教諭以外の職にある方も該当）の最初の修了確認期限

（表２）

免許状更新講習の受講期免許状を授与の日 最初の修了確認期限
間

平成２６年２月１日①平成１８年３月３１日以前
～に栄養教諭の普通免許状を 平成２８年３月３１日

平成２８年１月３１日授与された旧免許状所得者

平成２７年２月１日②平成１８年４月１日から平
～成１９年３月３１日までに 平成２９年３月３１日

平成２９年１月３１日栄養教諭の普通免許状を授
与された旧免許状所得者

平成２８年２月１日③平成１９年４月１日から平
～成２０年３月３１日までに 平成３０年３月３１日

平成３０年１月３１日栄養教諭の普通免許状を授
与された旧免許状所得者

平成２９年２月１日④平成２０年４月１日から平
～成２１年３月３１日までに 平成３１年３月３１日

平成３１年１月３１日栄養教諭の普通免許状を授
与された旧免許状所得者

※各自の栄養教諭免許状を授与された日により、①～④の該当する欄の最初の
修了確認期限、免許状更新講習の受講期間をご確認ください。


